
－

幻
“
了
典

壱
鈴
‐
舎
篭

、
言
ロ
母
一
謨
診
１

麻
生
国
務
大
臣

高
市
国
務
大
臣

金
田
国
務
大
臣

内
閣
総
理
大
臣

参全幽彪

！
樺

塩
崎
国
務
大
臣

随

山
本
（
有
）
国
務
大
臣

世
”
国
務
大
臣
獺

石
井
国
務
大
臣

葱 9

I

石
原
国
務
大
臣

趣

内

ヶ入室課浸湾

高
等
裁
判
所
長
官
に
任
命
す
る

1

1

判
事
深
山
卓
也

松

野

国

務

大

臣

艇

聖
序
、
山

国
務

彌

大
臣
匡
ゞ
弱燕

Ｉ嘩マ専匹g4◆オ為.ロ 、

在出

山
本
（
公
）
国
務
大
臣
ｊ
〃
帆
僻

松
本

国
務
大
臣
約
猟
場

鶴
保
国
務
大
臣

金

内
閣
人
第
二
八
号
、

起案

平
成
二
九
年
二
月
一
大
日

裁
可

平
成
年
月
日

年
月
日

上
奏

平
成
年
月
日
施
行

平
成
年

月
日

平
成
一
一

一
と
日
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最高裁人任第254号

平成29年2月15日

内閣総理大臣安倍 殿
亟
日

一
一
一

最高裁判所長官寺田逸

高等裁判所長官に任命されるべき者を次のとおり指名する。
●

なお，本件は裁判官会議の議を経たものである。

丁

み やま たく や

(さいたま地方裁判所判事） 判事 深山卓也

(発令希望日 平成29年3月14日） fA

グ
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高等裁判所長官任命資格調 (平成29年3月14日）

』

補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 。
●
根拠法規

東京高長官 さいたま地判事

■ ｡

深山卓也

あ

62 判事補, ‘検察官
在職通算10年
以上の者

裁判所法第42
条第1項第1
号，第3号

申

● ■
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q G

● ◆

9 『

●

g 凸
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１
１
Ｆ
巾
ｂ
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１
１
４
口
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可
１
４
０
Ｊ
Ⅱ
９
０
１
１
・
■
ｉ
ｒ
Ｉ
Ｆ
ｌ
Ⅱ
０
１
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ｉ
Ｈ
Ｉ
Ⅱ
ｌ
ｈ
Ｕ
ｒ
Ⅱ
１
１
■
■
■
０
１
１
４
Ｊ
■
画
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■
■
■
■
■
■
■
■
■
ロ
ロ
■
■
■
■
■
■
■
■
■
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■
■
■
■
■
■

裁 判 所

本
籍

年 出
生
地

現
住
所

〃〃 〃〃 〃 〃 〃 〃

五
四

｛
ハ 五

五
五
九

五
七○ 号

｜
月
一
・
日

月

日

〃 〃
一

○
一
一
一四 四四 四

ｌ
ｌ
ｊ
Ｉ
ｉ
１

》
１
１
１

ｌ
■

一

一

八

〃 一
一
一

’
一
一
一

一
一
一
一 八－ －

一

東
京
大
学
法
学
部
卒
業

函
館
地
方
裁
判
所
判
事
補
に
補
す
る

兼
ね
て
函
館
家
庭
裁
判
所
判
事
補
に
補
す
る

簡
易
裁
判
所
判
事
に
兼
ね
て
任
命
す
る

判
事
補
に
任
命
す
る

東
京
地
方
裁
判
所
判
事
補
に
補
す
る

司
法
修
習
生
の
修
習
終
了

司
法
試
験
第
二
次
試
験
合
格

司
法
修
習
生
を
命
ず
る

､

事

必

－

出
生
の

年
月
日

氏
名

旧
氏
名

■

項

深み昭
和
二
十
九
年
九
月
二
日

Ｕ

‐

１

０

口

Ⅱ

１

１

０

口

０

０

Ⅱ

■

０

４

Ｊ

１

■

■

■

日

■

■

Ｂ

Ｔ

Ｏ

■

■

■

■

■

■

ｌ

Ⅱ

■

■

ｌ

Ⅱ

０

４

▲

や
ま
た
く

山
卓

’

】
■
■
■
■
■
■
ｐ
ｕ
８
ｐ
ｐ
８
ｌ
二
日
ｒ
ト
ー
Ｉ
卜
ｒ
ｐ
Ｉ
６
ｒ
ｂ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
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Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
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Ｉ
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Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｂ
Ｉ

内 最
高
裁
判
所

内 最
高
裁
判
所

司
法
試
験
管
理
委
員
会

〃 〃

庁

閣 閣

Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
州
１
０
Ⅵ
州
Ｊ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
、-回

名 也や
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〃

四

〃 〃 平
成
二

〃，

｡ 夕

〃 〃 ″

一
ハ
ー
ー

昭
和
六
○

年

号．

四

〃 〃

四

口
夢

〃 〃

四

、

凸 9

一
一
一 四

月

一

一

〃 〃

一

〃 〃

一

ｏ
Ｌ
Ｇ

一

一

五

一
一
一
一

日

■
。

那
覇
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

P

■

兼
ね
て
那
覇
家
庭
裁
判
所
判
事
補
に
補
す
る

那
覇
地
方
裁
判
所
判
事
補
に
補
す
る

●

砂

東
京
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
るＵ

●

よ
り
判
事
の
職
務
を
行
わ
し
む
る
者
に
指
名
す
る

●
０

判
事
補
の
職
権
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
第
一
条
の
規
定
に

。
◆

東
京
地
方
裁
判
所
判
事
補
に
補
す
る

判
事
補
兼
簡
易
裁
判
所
判
事
に
任
命
す
る

兼
官
を
免
ず
る

公
害
等
調
整
委
員
会
事
務
局
審
査
官
補
佐
を
命
ず
る

総
理
府
事
務
官
に
兼
ね
て
任
命
す
る

0

検
事
二
級
（
東
京
地
方
検
察
庁
検
事
）
に
任
命
す
る

冬
申

東
京
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

一
ｍ

●

ｂ

東
京
地
方
裁
判
所
判
事
補
に
補
す
る

函
館
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

●

●

'･

事

●
●
●

項

巳

〃 最
高
裁
判
所

9

●

内

閣

公
害
等
調
整
委
員
会

〃 公
害
等
調
整
委
員
会

法
務
省

〃

●
●

最
高
裁
判
所

■

庁
名

裁 判 所

深
山
卓
也
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人

1

1
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裁 判 所

.〃 〃 〃 〃

八

〃

一
ハ

〃

ｐ
申

〃 平
成
四

年
号

ｃ
●

一

○

〃 〃

九 四

〃 〃

四
月

一 九

〃

五 一

〃 〃 一
一
一
一

日

す
る

り
ぴ
●

平
成
八
年
度
司
法
試
験
（
第
二
次
試
験
）
考
査
委
員
に
併
任

併
任
の
期
間
は
平
成
八
年
十
二
月
三
十
〒
日
ま
で
と
す
る

任
す
る
。

p

平
成
八
年
度
司
法
書
士
試
験
委
員
（
筆
記
試
験
担
当
）
に
併

法
制
審
議
会
幹
事
に
併
任
す
る

ロ
ｂ
◆

法
務
省
民
事
局
参
事
官
に
充
て
る

◆
必
与

q

▲

D

I

C

検
事
二
級
（
東
京
地
方
検
察
庁
検
事
）
に
任
命
す
る

1

東
京
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

東
京
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

旬

福
岡
高
等
裁
判
所
那
覇
支
部
勤
務
を
命
ず
る

福
岡
高
等
裁
判
所
判
事
の
職
務
代
行
を
命
ず
る

■

兼
ね
て
那
覇
家
庭
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

0

那
覇
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

・
判
事
兼
簡
易
裁
判
所
判
事
に
任
命
す
る

●事
項

〃

″
③

法
務
省

最
高
裁
判
所

福
岡
高
等
裁
判
所

最
高
裁
判
所 ■

内
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４

庁

名

3丁

深
山

卓
也



~Z〒1 裁 判 所

■

平
成

年〃 〃 〃 〃

■

一

園
室
Ｐ

九○ 号

〃〃

月
九 一 －｡

一
八
一
法
制
審
議
会
幹
事
に
併
任
す
る

－

日九 ○
一
ハ五

｜
併
任
の
期
間
は
平
成
九
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る

平
成
十
年
度
司
法
試
験
（
第
二
次
試
験
）
考
査
委
員
に
併
任

す
る

併
任
の
期
間
は
平
成
十
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る

平
成
十
年
度
司
法
書
士
試
験
委
員
（
筆
記
試
験
担
当
）
に
併

任
す
る

、
併
任
の
期
間
は
平
成
十
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る

！’
帥l

f 併
任
の
期
間
は
平
成
九
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る

併
任
の
期
間
は
平
成
八
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る

平
成
九
年
度
司
法
試
験
（
第
二
次
試
験
）
考
査
委
員
に
併
任

任
す
る

平
成
九
年
度
司
法
書
士
試
験
委
員
（
筆
記
試
験
担
当
）
に
併

す
る

I

l

q

事

､

’
I

項

’

法
務
省

〃 ｜ ノノ 〃 〃 〃

庁
~壺可

深

山
卓
也
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１
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f訂 裁 判 所

〃 〃 ″

一
■
一
一

〃 ， 〃 平
成
一
一

年
号

九

〃

一 四 甲

〃.

一 月

一

八 七 四
p 寺

○ 八 四
日

法
制
審
議
会
幹
事
に
併
任
す
る

●

■
●

■
〃

併
任
の
期
間
は
平
成
十
二
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る

併
任
す
る
”

■
■
●

平
成
十
二
年
度
司
法
書
士
試
験
委
員
ゞ
（
筆
記
試
験
担
当
）
に

併
任
の
期
間
は
平
成
十
二
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る

け

ゆ
９

任
す
る

Ｇ
Ｂ

■

平
成
十
二
年
度
司
法
試
験
（
第
二
次
試
験
）
考
査
委
員
に
併

任
を
解
除
す
る

｡

●
け

平
成
十
一
年
度
司
法
試
験
（
第
二
次
試
験
）
考
査
委
員
の
併

Ｑ

併
任
の
期
間
は
平
成
十
一
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る

●
●

併
任
す
る

Ｊ
、

Ｊ

平
成
十
一
年
度
司
法
書
士
試
験
委
員

（
筆
記
試
験
担
当
）
に

併
任
の
期
間
は
平
成
十
一
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る

任
す
る

子

■

平
成
十
一
年
度
司
法
試
験
（
第
二
次
試
験
）
考
査
委
員
に
併

事

ｅ
●
項

． 〃 〃

”

〃 〃 ．〃

法
務
省
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名
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裁 判 所

〃

一

四

〃 〃 〃 〃 〃 I平
成
一
三

年

号

一

〃 〃 〃 〃 〃

一 月

七

一

五 九

〃

｛
ハ

〃

ｇ

●

五
日

併
任
の
期
間
は
平
成
十
四
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る

併
任
す
る

一
、

平
成
十
四
年
度
司
法
書
士
試
験
委
員
（
筆
記
試
験
担
当
）
に

法
制
審
議
会
幹
事
に
併
任
す
る

e

b

併
任
の
期
間
は
平
成
十
三
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る

併
任
す
る

｡

平
成
十
三
年
度
司
法
書
士
試
験
委
員
（
筆
記
試
験
担
当
）
に

併
任
の
期
間
は
平
成
十
三
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る

昏
。

任
す
る

平
成
十
三
年
度
司
法
試
験
（
第
二
次
試
験
）
考
査
委
員
に
併

法
務
省
大
臣
官
房
参
事
官
に
充
て
る

併
任
は
終
了
し
た

■

6

平
成
十
三
年
一
月
五
日
限
り
を
も
っ
て
法
制
審
議
会
幹
事
の

て
・
る
こ
と
を
解
く

｡

平
成
十
三
年
一
月
五
日
限
り
で
法
務
省
民
事
局
参
事
官
に
充

。

■

事

項

〃

へ
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法
務
省 凸
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け
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ロ
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四
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一
一

併
任
の
期
間
は
平
成
十
五
年
十
一
月
三
十
日
ま
で
と
す
る

検
察
官
特
別
任
用
審
査
会
試
験
委
員
（
検
察
官
特
別
考
試
担

法
務
省
民
事
局
民
事
法
制
管
理
官
に
充
て
る

併
任
の
期
間
は
平
成
十
五
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る

併
任
す
る

平
成
十
五
年
度
司
法
試
験
（
第
二
次
試
験
）
考
査
委
員
に
併

併
任
の
期
間
は
平
成
十
四
年
十
一
月
三
十
日
ま
で
と
す
る

当
）
に
併
任
す
る

平
成
十
五
年
度
司
法
書
士
試
験
委
員
（
筆
記
試
験
担
当
）
に

任
す
る

に
充
て
る

か
ね
て
法
務
省
大
臣
官
房
審
議
官
（
心
得
）
（
民
事
局
担
当
）
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ター計

平
成

年〃 〃 〃 〃色

■
■
ナ
ｒ
甲

一
・
一
ハ

一

五
画
一
句

トー－
〃

月一
ハ 四

一
一

’

一
一
一 二

六
一
法
制
審
議
会
臨
時
委
員
に
併
任
す
る

’

一
八
一
検
察
官
特
別
任
用
審
査
会
試
験
委
員
（
検
察
官
特
別
考
試
担

日八 ○

併
任
の
期
間
は
平
成
十
五
年
十
一
月
三
十
日
ま
で
と
す
る

平
成
十
六
年
度
司
法
書
士
試
験
委
員
（
筆
記
試
験
担
当
）

併
任
す
る

当
）
に
併
任
す
る

法
制
審
議
会
幹
事
の
併
任
を
解
除
す
る

東
京
高
等
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

法
務
省
大
臣
官
房
審
議
官
（
心
得
）
（
民
事
局
担
当
）
に
充

て
る

平
成
十
五
年
度
司
法
試
験
（
第
二
次
試
験
）
考
査
委
員
の
併

平
成
十
五
年
度
司
法
試
験
（
第
二
次
試
験
）
考
査
委
員
の
併

1任
を
解
除
す
る

事

口’

項
一、

に

１
１
１
１

法
務
省

〃 〃〃

庁トーー
深

１

１

山

卓
也

名
■

■■■■■■■■■■■■■■■Ⅱ■■■■■■■－」■■■■

で －



●

旬
ｐ
■
，

『

●
●

「

｛

＄
凸

人

’
1

1

！

’

裁 判 所

〃 〃

一

八 〃

〃 〃

一

七

〃 平
成
一
六

年

号

一
ハ

U J

一
一
ハ

一 七
一
ハ

月

一
ハ

一
ハ 八 七

ウタ

九
一

日

検
察
官
・
公
証
人
特
別
任
用
等
審
査
会
試
験
委
員
（
検
察
官

併
任
の
期
間
は
平
成
十
八
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る

、

■

｡

併
任
す
る

平
成
十
八
年
度
司
法
書
士
試
験
委
員
（
筆
記
試
験
担
当
）
に

併
任
の
期
間
は
平
成
十
七
年
十
一
月
三
十
日
ま
で
と
す
る

特
別
考
試
担
当
）
に
併
任
す
る

申

検
察
官
・
公
証
人
特
別
任
用
等
審
査
会
試
験
委
員
（
検
察
官

併
任
の
期
間
は
平
成
十
七
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る

併
任
す
る

平
成
十
七
年
度
司
法
書
士
試
験
委
員
（
筆
記
試
験
担
当
）
に

法
務
省
大
臣
官
房
審
議
官
（
民
事
局
担
当
）
に
充
て
る

0

併
任
の
期
間
は
平
成
十
六
年
十
一
月
三
十
日
ま
で
と
す
る

特
別
考
試
担
当
）
に
併
任
す
る

Ｂ
Ｇ
●

酢
●

検
察
官
・
公
証
人
特
別
任
用
等
審
査
会
試
験
委
員
（
検
察
官

6

■
■

併
任
の
期
間
は
平
成
十
六
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る

事
項

*

申

〃 ，

寺

〃

七 ､

〃 〃 〃

4

法
務
省

庁

名

9丁‘

深
山
卓
也



｢T司 裁 判 所

平
成

年〃 〃

ﾛ

一

九 号

〃 〃

月一

’ 〃 一
一
ハ

日
五

法
制
審
議
会
臨
時
委
員
の
併
任
を
解
除
す
る

菫
一

項

特
別
考
試
担
当
）
に
併
任
す
る

併
任
の
期
間
は
平
成
十
八
年
十
一
月
三
十
日
ま
で
と
す
る

平
成
十
九
年
度
司
法
書
士
試
験
委
員
（
筆
記
試
験
担
当
）
に

併
任
す
る

併
任
の
期
間
は
平
成
十
九
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る

法
務
省
大
臣
官
房
付
に
充
て
る

か
ね
て
法
務
省
大
臣
官
房
審
議
官
（
総
合
政
策
統
括
担
当
）

に
充
て
る

●

｜

’

利

法
務
省

〃 I 〃 〃

庁 －

深
山

卓
也

名



丁司 ’ 裁 判 所
－－画一＝一

ト
ト
ト
脳

年〃 〃 ﾉノ 〃〃 〃

’二一
一
一
一
一

一
一
一
一

一
一
一

○ 号
炉一

1

〃 ﾉノ

月
七 四

一 一

1

1
－

日

一
一
一〃 一

一
ハ

一
一

一
一
一
一 ○一

ﾄー
法
務
省
大
臣
官
房
審
議
官
（
総
合
政
策
統
括
担
当
）
に
充
て

る
こ
と
を
解
く

最
高
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

法
務
省
大
臣
官
房
司
法
法
制
部
長
に
充
て
る

平
成
十
九
年
度
司
法
書
士
試
験
委
員
（
筆
記
試
験
担
当
）
の

併
任
を
解
除
す
る

法
務
省
大
臣
官
房
司
法
法
制
部
長
に
充
て
る

法
務
省
大
臣
官
房
審
議
官
（
総
合
政
策
統
括
担
当
）
に
充
て

判
事
に
任
命
す
る

東
京
高
等
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

東
京
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

事 ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ⅱ
Ⅱ
ｌ
■
ｉ
Ｍ
Ｍ
Ⅱ
川
１
１
！

〆

項

’

最
高
裁
判
所

内 法
務
省

〃 ﾉノ

庁 －

’

深
山
卓
也

手

閣

名

’
｡



~ra 裁 判 所

〃 平
成

ﾉノ 〃 〃〃 〃 年〃

｜ ’I

天I
二

七

一
一
一
ハ

二

四 号

〃 〃
一

月○ 九 九
一
一

一

一
一
一
一

二

七

一

一

七

二

五

〃

日一
一

一

､
一
法
務
省
民
事
局
長
に
充
て
る

一
法
制
審
議
会
臨
時
委
員
に
併
任
す
る

法
制
審
議
会
幹
事
に
併
任
す
る

法
制
審
議
会
幹
事
に
併
任
す
る

判
事
に
任
命
す
る

東
京
高
等
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

『

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

さ
い
た
ま
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

さ
い
た
ま
地
方
裁
判
所
長
を
命
ず
る

｜

’

１
１
１

藍
脚

h鰐
輔
誤
離
撫
語

－

最
高
裁
判
所

内1 〃 法
務
省

最
高
裁
判
所

〃 〃 ﾉノ 〃

庁 －

深
山
卓

閣

名

’’ 也’
4

|■■’


